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公布された法令のあらまし 

 

◎兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（規則第34号） 

次の普通県営住宅を建設により整備し、家賃等を定めることとした。 

種 類 名   称 位   置 戸 数 

普通高層耐火住宅 明石松が丘第２住宅 明石市松が丘５丁目 80戸 

 
 

規 則 

 

兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年８月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県規則第34号  

兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第19号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１の１の部普通高層耐火住宅の款に次のように加える。 

203 R３ 明石松が丘第２住

宅 

明石市松が丘５丁目 ８階建 8 0.6674 47,700 

24 0.8868 65,800 

32 0.9206 65,800 

16 1.0564 78,400 

附 則 

この規則は、令和５年９月１日から施行する。 
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